
                                

                                

                                

                              

最低賃金額が改定されました 

平成 30 年 10 月 1 日から福岡県における最低賃金が次のとおり改定されました。 

☆1 時間 814 円（25 円アップ） 

雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。 

使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。 

※最低賃金引上げには「業務改善助成金」をご活用ください。 

●問合せ 福岡労働局 労働基準部 賃金室 

℡ 092-411-4578 FAX 092-411-4875 

ホームページ（http://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/） 

家族で減塩みそ作り体験教室!! 

ＪＡにじの御協力で、家族で減塩みそ作り体験を開催します。このみそ作りは市内の園

児も実施している体験教室です。この体験を通して、日本独自の発酵食品「みそ」に親し

み、家族のふれあいの一つにしませんか。参加者の皆さんが簡単にできる作業です。皆さ

まのお申し込みをお待ちしております。 

※みそは「いそ塩」というみそで 1 組約 3 ㎏です。ＪＡにじが責任を持って熟成し、お渡しはおおよそ 2 か

月後です。引渡しの期日については後日連絡します。 

◇日時 11 月 17 日（土）10 時～お昼頃まで 

◇会場 耳納の里 2 階 研修室 ※準備する物等、詳細は別途お知らせします。 

◇対象者 保育園児、小学生は保護者（両親・祖父母など）同伴。お一人での参加、みそ作りに興味のある

中・高校生の参加も歓迎します。 

◇定員 20 組(先着順)  

◇申込期限 11 月 2 日（金）まで ※定員になり次第、締切ります。 

◇参加費 1,000 円（1 家族） 

●申込み・問合せ先 保健課食育・健康対策係 ℡75-4960 ※申し込みは電話でお願いします。 

廃タイヤ回収（有料） 

廃タイヤの回収を次のとおり行います。タイヤを出される方は、注意事項・料金等を確認の上、搬入して

ください。 

◇回収日時 

11 月 18 日（日）9 時～11 時 

◇場所 

うきは市役所 北側駐車場 

◆注意事項 

・農業用などの「ゴムキャタピラー」は回収しません。 

・農業用車両（一輪車・運搬車・ＳＳ等）のタイヤ及び

チューブ等は回収します。 

・事業所などの営業活動で出た廃タイヤは回収しません。 

●問合せ 市民生活課生活環境係 ℡75-4972 

大きさ ホイールなし ホイール付き 

直径 53 ㎝未満 100 円 200 円 

直径 53 ㎝以

上 67 ㎝未満 
200 円 300 円 

直径 67 ㎝以

上 80 ㎝未満 
300 円 720 円 

直径 80 ㎝以上 720 円 1,130 円 

 


